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制度名 分野 概要 問い合わせ先

環境カウン
セラー

環境全般

○市民･事業活動において環境保全に関する豊富な経験や専門的知
識を有し、その経験や知見に基づき、市民･NGO･事業者などの行う環
境保全活動に対し助言など(＝環境カウンセリング)を行うもの。
【申込方法】
　右記ホームページより、要望にあった環境カウンセラーを検索し、電
話、FAX又はメールにより、直接相談してください（ホームページを御
覧になれない方は、右記問い合わせ先まで問い合わせください。）。
【費用】
　活動の種類・内容により異なるため、あらかじめ環境カウンセラーと
相談が必要です。

環境省九州地方環境事務所
【TEL】
096-322-2411
【メール】
KYUSHU-KANTAI@env.go.jp
【HP】
https://edu.env.go.jp/counsel/

ふくおか県
政出前講
座

環境全般

○県職員が本県の取組などを説明するもの。
【対象】
　おおむね20人以上の県民が参加する集会
【申込方法】
　郵送、FAX、電子申請又はメールにより、申込書を提出してください
（実施希望日の１か月前までにお申し込みください。）。
【費用】
　講師派遣は無料。その他必要な経費は申込者の負担です。
※一部講座について、オンライン対応が可能です。

総務部県民情報広報課広聴係
【TEL】
092-643-3103
【FAX】
092-643-3107
【メール】
kocho@pref.fukuoka.lg.jp
【ＨＰ】
https://www.pref.fukuoka.lg.jp
/contents/demaekouza.html

福岡県地
球温暖化
防止活動
推進セン
ター事業
（講師派遣
制度）

環境全般

○福岡県地球温暖化防止活動推進センターに登録されたふくおか環
境マイスターやエコアドバイザーが地球温暖化に関する出前講座を行
うもの。
【対象】
　県民、県内の事業所、幼稚園、保育園、学校、学校教職員、市町村担
当者等
【申込方法】
　郵送、FAX又はメールにより、申込書を提出してください（実施希望
日の１か月前までにお申し込みください。）。
【費用】
　講師派遣は無料、その他必要な経費（会場費等）は申込者の負担で
す。

福岡県地球温暖化防止活動推進セン
ター
【TEL】
092-674-2360
【FAX】
092-674-2361
【メール】
fccca@keea.or.jp
【HP】
https://www.ecofukuoka.jp/cen
ter/5932.html

３Ｒの達人
循環型社
会

○県内で率先して３Ｒに取り組む個人やＮＰＯ法人に所属している方
が、３Ｒに関する県民の意識の高揚、３Ｒ活動の活性化を図るため、地
域コミュニティーや職場、学校等において実施される３Ｒの学習会、講
演会、実践教室等などを行うもの。
【対象】
　15人以上の県民が参加する地域学習会やセミナーなど
【申込方法】
　郵送、FAX又はメールにより、申請書を提出してください（実施希望
日の１か月前までにお申し込みください。）。
【費用】
　講師派遣は無料・その他必要な経費は申込者の負担です。

環境部循環型社会推進課リサイクル係
【TEL】
092-643-3372
【FAX】
092-643-3377
【メール】
recycle@pref.fukuoka.lg.jp
【HP】
https://www.pref.fukuoka.lg.jp
/contents/tatsujin.html

食品ロス削
減マイス
ター

循環型社
会

○食品ロス削減に関して専門的・実践的な内容を教えることができる
方が、食品ロス削減に関する県民の意識の醸成と、県内で行われる食
品ロス削減の活動の活性化を図るため、地域コミュニティーや職場、学
校等において学習会、講演会、実践教室等を行うもの。
【対象】
　概ね1０人以上の県民が参加する学習会等
【申込方法】
　メール、郵送又はFAXにより、申請書を提出してください（実施希望
日の１か月前までにお申し込みください。）。
【費用】
　講師派遣は無料・その他必要な経費は申込者の負担です。

環境部循環型社会推進課事業化推進
係
【TEL】
092-643-3381
【FAX】
092-643-3377
【メール】
recycle@pref.fukuoka.lg.jp
【HP】
https://www.pref.fukuoka.lg.jp
/contents/meister-haken.html

　２　環境に関する人材派遣制度

※不明な点等ありましたら、問い合わせ先へ御連絡ください。
※各制度の目的に合致しない場合は、派遣をお断りさせていただくことがあります。

事業名
（分野）

先せわ合い問要概

こどもエコクラブ

（環境全般）

○幼児（３歳）から高校生まで誰でも参加できる身近な環境活動に取
り組むクラブ
【対象】
　幼児（３歳）から高校生まで
【申込方法】
　右記問い合わせ先にお問い合わせください。また、右記ホームペー
ジから直接登録可能です。
【特典】
（１）全国事務局が加入している「賠償責任保険」による活動中の事故
に伴う賠償のサポート
（２）環境学習プログラムなどを掲載したニュースレターの配布
（３）協賛企業から県事務局に寄贈される環境啓発物品などの活動に
役立つグッズの配布
（４）全国事務局や県事務局が開催する交流会や環境学習会における
他のクラブとの交流

こどもエコクラブ全国事務局（公益財団法
人日本環境協会）
【TEL】
03-5829-6359
【FAX】
03-5829-6190
【HP】
http://www.j-ecoclub.jp/
こどもエコクラブ福岡県事務局（環境部環
境政策課企画広報班）
【TEL】
092-643-3355
【FAX】
092-643-3357
【HP】
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/c
ontents/jec.html

エコファミリー

（脱炭素社会）

○省エネルギー・省資源など地球環境にやさしい活動に取り組んでい
ただく県民
【対象】
　県内に居住している方
【申込方法】
　スマートフォンに「九州エコファミリー応援アプリ（エコふぁみ）」をダ
ウンロードしてください。スマートフォンをお持ちでない場合は、お近く
の市区町村環境担当窓口又は県の環境保全課及び各保健福祉環境
事務所で配布している「ふくおかエコライフ応援book（福岡県環境家
計簿）」を活用してください。
【特典】
（１）【エコふぁみ】協賛店で割引等が受けられる応援パスポートの取得
（２）【エコふぁみ】ポイントを貯めてくじを引くと、抽選でプレゼントを進
呈
（３）【福岡県環境家計簿　エコふぁみ】電気、ガス、水道等の使用量を
報告した世帯の中から抽選で、協賛企業賞の進呈

環境部環境保全課地球温暖化対策係
【TEL】
092-643-3356
【FAX】
092-643-3849
【メール】
chikyu@pref.fukuoka.lg.jp
【ＨＰ】
https://www.ecofukuoka.jp/admi
nistrator/4126.html

エコ事業所

（脱炭素社会）

○「電気使用量削減」、「自動車燃料使用量削減」、「その他地球にやさ
しい活動（３Ｒ、グリーン購入等）」に取り組む事業所
【対象】
　県内に所在する事業所
【申込方法】
　右記問い合わせ先に申込書を提出してください。また、右記ホーム
ページから直接申込み可能です。
【特典】
（１）県の建設工事、物品・サービス関係の競争入札参加資格審査にお
いて加点
（２）エコアクション２１認証に向けた無料コンサルティングの優先受講
（３）県ホームページなどウェブサイト等でのＰＲ、先進的な取組みを
行っている事業所を知事表彰
（４）低金利融資の対象

環境部環境保全課地球温暖化対策係
【TEL】
092-643-3356
【FAX】
092-643-3849
【メール】
chikyu@pref.fukuoka.lg.jp
【ＨＰ】
https://www.ecofukuoka.jp/admi
nistrator/4125.html

食べもの
余らせん隊

（循環型社会）

○食べ残しや期限切れなどの食品ロスを減らすため、「福岡県食品ロ
ス削減県民運動」の一環として、食品ロス削減に取り組む事業所
【対象】
　福岡県内で営業する事業所
 （飲食店、小売店、食品メーカー等含め全ての業種が対象）
【申込方法】
　右記問い合わせ先にお問い合わせください。
【特典】
（１）登録事業所を県ホームページ等で公表

環境部循環型社会推進課事業化推進係
【TEL】
092-643-3381
【FAX】
092-643-3377
【メール】
recycle@pref.fukuoka.lg.jp
【HP】
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/co
ntents/amarasentai.html

　３　　年間を通じて募集している県民参加型事業
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事業名
（分野）

先せわ合い問要概

県産リサイクル
応援事業所

（循環型社会）

○生活関連用品のリサイクル製品で一定の基準を満たして県が認定
した「県産認定リサイクル製品」の積極的な販売、使用に取り組む事業
所
【対象】
　事業を営む個人又は法人（県内・県外は問わない）
【申請方法】
　持参、郵送、ＦＡＸ又はメールにより、右記問い合わせ先に申込書を
提出してください。
【特典】
（１）登録事業所を県ホームページで公表
（２）「県産認定リサイクル製品」を一定額以上購入した事業所「優良事
業所」は、県の建設工事、物品・サービス関係の入札参加資格審査に
おいて加点

環境部循環型社会推進課リサイクル係
【TEL】
092-643-3372
【FAX】
092-643-3377
【メール】
recycle@pref.fukuoka.lg.jp
【HP】
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/c
ontents/kensan-ohen.html

九州まちの
修理屋さん

（循環型社会）

○ものを長く使う工夫や修理店を県民に広く紹介するため、県内の修
理店を「九州まちの修理屋さん」として登録。
【対象】
　県内の修理店
【申込方法】
　右記問い合わせ先にお問い合わせください。
【特典】
（１）登録店舗を県ホームページで公表

環境部循環型社会推進課リサイクル係
【TEL】
092-643-3372
【FAX】
092-643-3377
【メール】
recycle@pref.fukuoka.lg.jp
【HP】
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/c
ontents/shuriyasan-shoukai.html

ふくおかプラごみ削
減協力店

（循環型社会）

○プラスチックごみの削減の取組みを促進するため、ワンウェイ(使い
捨て)プラスチックの使用削減等に取り組む事業所を登録。
【対象】
　県内に所在する事業所
【申込方法】
　右記問い合わせ先にお問い合わせください。
【特典】
（１）登録店舗を「ふくおかプラごみ削減応援サイト」で公表
（２）県の建設工事、物品・サービス関係の競争入札参加資格審査にお
いて加点
（３）「ふくおか県政推進サポート資金」利用可能

環境部循環型社会推進課企画係
【TEL】
092-643-3371
【FAX】
092-643-3377
【メール】
recycle@pref.fukuoka.lg.jp
【HP】
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/c
ontents/puragomi.html
【登録申請URL】
https://shinsei.pref.fukuoka.lg.jp
/SksJuminWeb/EntryForm?id=uE
Ks88hi

クリーンリバー
推進対策事業

（生活環境）

○河川愛護の意識を醸成するとともに、河川環境の保全を図り、潤い
ある水辺環境の創出を推進するため、県管理河川において除草・清掃
活動を行う団体を登録。
【対象】
　県管理河川の除草・清掃活動を行うボランティア団体等
【申込方法】
　最寄りの県土整備事務所・支所にお問い合わせください。
【支援内容】
（１）河川浄化報償金の支給
（２）傷害・賠償責任保険の加入
（３）アダプトサインの設置
（４）自走式草刈機の貸し出し

県土整備部河川管理課管理係
【TEL】
092-643-3666
【FAX】
092-643-3669
【HP】
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/c
ontents/kasenaigoo.html

クリーンビーチ
推進事業

（生活環境）

○県が管理する海岸において、清掃などの愛護活動に取り組むボラン
ティア団体、ＮＰＯ法人、地元企業、学校等を海岸愛護団体として登
録。
【対象】
　県管理管理海岸において清掃活動を行うボランティア団体等
【申込方法】
　最寄りの県土整備事務所・支所にお問い合わせください。
【支援内容】
（１）報償金の支給
（２）需要品の支給
（３）傷害・賠償責任保険の加入
（４）アダプトサインの設置

県土整備部港湾課課管理係
【TEL】
092-643-3674
【FAX】
092-643-3688
【HP】
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/c
ontents/kaiganaigo.html

４　環境関連法律・条例一覧
※ 各法律・条例については､福岡県の環境ホームページ「ふくおか環境ひろば」
(URL：https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/hiroba1.html) で検索することができます｡

【環境一般】

環境基本法

　環境の保全について基本理念を定め､並びに国､地方公共団体､事業者及び国民の
責務を明らかにするとともに､環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進す
るため､環境基準や原因者負担の原則など環境施策の基準となる枠組みを定めてい
る｡

環境影響評価法
　規模が大きく､環境に著しい影響を及ぼすおそれがある事業を実施するに当たって
事業者が環境の保全について適正な配慮を行うことを確保するため､環境影響評価が
適切かつ円滑に行われるための手続等について定めている｡

特定工場における公害防止組織の
整備に関する法律

　ばい煙､汚水､騒音､粉じん､振動及びダイオキシン類の発生施設が設置されている
工場(特定工場) における公害の防止を目的とした組織(公害防止管理者の配置等)
の整備を図るための手続等について定めている｡

国等による環境物品等の調達の推
進等に関する法律
〔グリーン購入法〕

　国､独立行政法人等及び地方公共団体による環境物品等の調達の推進､環境物品等
に関する情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進するために必要な事
項を定め､併せて事業者の環境保全に向けた事業活動を促進すること等について定め
ている｡

国等における温室効果ガス等の排
出の削減に配慮した契約の推進に
関する法律
〔環境配慮契約法〕

　国全体の温室効果ガスの排出量削減に向けて、政府が率先的に目標を達成するた
め、庁舎で使用する電気の購入や庁舎の改修事業等について、環境負荷の配慮等を
適切に評価した上で契約先を選定すること等について定めている。

環境教育等による環境保全の取組
の促進に関する法律
〔環境教育等促進法〕

　持続可能な社会の構築のため、環境保全活動及び環境教育の実施に当たり重視す
べき基本的な考え方、学校・地域・職場等の様々な場における環境教育の推進方策や
人材育成、拠点整備のための施策等について定めている。

環境情報の提供の促進等による特
定事業者等の環境に配慮した事業
活動の促進に関する法律
〔環境配慮促進法〕

　事業活動等に係る環境配慮等の状況に関する情報の提供及び利用等に関し､国等
の責務を明らかにするとともに､特定事業者による環境報告書の作成及び公表につい
て定めている｡

福岡県環境影響評価条例

　環境影響評価法の対象規模に満たない事業や同法が対象としない事業種であって､
一定規模以上のものについて､事業者が環境の保全について適正な配慮を行うことを
確保するため､環境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続等について定め
ている｡

福岡県公害防止等生活環境の保全
に関する条例

　公害対策に加え､県民の生活環境の保全を図る観点から｢福岡県公害防止条例｣の
全部を改正し､特定施設に係る各種規制に加え､地下水保全に係る措置､水質事故時
の措置のほか､日常生活等に起因する生活環境保全上の配慮事項等を定めている｡

【地球環境】

地球温暖化対策の推進に関する法
律

　我が国の地球温暖化対策の推進を図るため､国､地方公共団体､事業者及び国民の
責務を明らかにし､地球温暖化対策に関する基本方針を定めること等､取組を促進す
る法的な枠組みを定めている｡国及び地方公共団体には､実行計画の策定と実施状況
の公表を義務付けている｡

特定物質等の規制等によるオゾン
層の保護に関する法律

　国際的な協力の下、オゾン層を確保するため､オゾン層を破壊する物質(特定物質)
の製造・排出の規制及び使用の合理化(抑制及び代替物質の利用の促進) に関する
措置について定めている｡

フロン類の使用の合理化及び管理
の適正化に関する法律
〔フロン排出抑制法〕

　オゾン層の保護及び地球温暖化防止の重要性に鑑み、オゾン層を破壊し地球温暖化
に多大な影響をもたらすフロン類の大気中への排出を抑制するため、フロン類の管理
の適正化に関する指針やフロン類を使用した機器の管理者等の責務等を定めている。

気候変動適応法
　気候変動適応を推進するため、国、地方公共団体、事業者及び国民が担うべき役割
を明らかにするとともに、気候変動適応に関する計画の策定、情報基盤の整備等につ
いて定めている。

【大気汚染】

大気汚染防止法
　大気の汚染による国民の健康や生活環境の被害を防止するため､工場等から発生す
るばい煙､揮発性有機化合物(VOC) 、粉じん及び水銀等の排出規制や､建物等の解
体等の作業に伴うアスベストの飛散防止対策実施の義務について定めている｡

特定特殊自動車排出ガスの規制等
に関する法律
〔オフロード法〕

　特定特殊自動車からの排出ガスを抑制するため、技術上の基準や使用の方法を定
めている。

【アスベスト】
石綿による健康被害の救済に関す
る法律

　石綿による健康被害の特殊性に鑑み､石綿による健康被害等の救済について定めて
いる｡

その他：○人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律　等

その他：○都市の低炭素化の促進に関する法律〔エコまち法〕　等

その他：○自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法　等

その他：○大気汚染防止法　○廃棄物処理法 　○建築基準法　○労働安全衛生法　等


